
豊中市立認定こども園災害見舞金給付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、豊中市立認定こども園における園児の災害（負傷、疾病、障害、又は死亡をいう。

以下同じ）について、その保護者等に対し認定こども園災害見舞金（以下「災害見舞金｣という。）を給

付することにより、本市教育・保育の円滑な実施に資することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 保護者等 独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成１４年法律第１６２号。以下「法」

という。）附則第８条第１項に規定する保護者又は災害を受けた園児が成年に達している場合は当該園

児（当該園児が死亡したときはその遺族）をいう。 

（２）学校管理下 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令（平成１５年政令３６９号。以下

「令」という。）第５条第２項各号に掲げる場合をいう。 

 

（災害及び給付の範囲） 

第３条 この要綱による災害見舞金給付の対象となる災害は、園児の災害で、学校管理下において、その

原因である事故が発生し、又はその原因となる行為がなされたもののうち、次に掲げるものとする。た

だし、市長が特に必要と認める傷病及び障害は、この限りではない。 

（１） 死亡 

（２） 継続して登園不能日数が２０日以上となった負傷又は疾病 

（３） 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度加入者のうち、給付の対象外となる障

害で、別表第３号に掲げるもの。 

（４） 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度加入者のうち、給付の対象外となる総

医療費５，０００円未満の災害。 

 

（災害見舞金の種類及び額） 

第４条 災害見舞金は次のとおりとする。 

（１） 死亡見舞金 前条第１号に掲げる災害 

（２） 傷病見舞金 前条第２号に掲げる災害 

（３） 障害見舞金 前条第３号に掲げる災害 

（４） 医療費助成見舞金 前条第４号に掲げる災害 

２ 災害見舞金の給付額は、別表に定めるとおりとする。 

３ 傷病見舞金及び障害見舞金については、給付申込に要する診断書又は証明書の作成に係わる費用を

加算して給付する。 

 

（災害見舞金の給付申込） 

第５条 災害見舞金の給付申込は、所定の給付申込書に医師の診断書又は証明書（死亡見舞金の場合を



除く）を添えて、市長に提出しなければならない。 

 

（災害見舞金の給付） 

第６条 市長は、前条の給付申込書の提出があったときは、速やかにその可否の決定を行い、当該申込者

にその旨通知するものとする。 

２ 市長は、保護者から前項にもとづく適法な請求があった場合には、災害見舞金を給付する。 

３ 災害見舞金の請求期間は、事故発生日から２年とする。 

 

（変更給付申込） 

第７条 前条の給付決定を受けた保護者がやむを得ない事情により、第 5 条の給付申込の内容を変更し

ようとするときは、変更公布申込書を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更について

は、この限りではない。 

 

（変更給付の決定） 

第８条 市長は、前条の変更給付申込書を受理し、その内容が適正であると認めたときは見舞金の交付

決定を変更し、当該申込者に通知するものとする。 

 

（遺族の範囲） 

第９条 災害を受けた園児が成年に達している場合において当該園児が死亡したときに死亡見舞金の給

付を受けることができる遺族の範囲、順位等については、令第２条の規定を準用する。 

 

（災害見舞金給付審査委員会） 

第１０条 市長は、この要綱の適正な実施を期するため、市立認定こども園を所管する部局に災害見舞

金給付審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置することができる。 

２ 審査委員会の委員の数は７名以内とする。 

３ この要綱に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

（給付の制限） 

第１１条 市長は、災害の原因が火災・風水害・震災・その他の非常災害又は第三者の加害行為によって

生じた場合には、災害見舞金の全部もしくは一部を給付しないことができる。 

 

（雑 則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、事務処理上必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

 

 



附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年１１月１日から施行する。 

 

  



別表 

 

第１号 死亡見舞金 

金 額 摘 要 

１，０００，０００円 災害の発生した日から起算して、２年以内の死亡の場合に給付する。 

 

第２号 傷病見舞金 

金 額 摘 要 

３０，０００円 登園不能日数が継続して２０日以上３０日以下の傷病 

５０，０００円 登園不能日数が継続して３１日以上６０日以下の傷病 

８０，０００円 登園不能日数が継続して６１日以上９０日以下の傷病 

１００，０００円 登園不能日数が継続して９１日以上の傷病 

学校管理上の瑕疵による災害については、その原因、状況、程度、その後の経過等に応じて、

３０万円を超えない範囲内で、審査委員会が承認した場合にあっては、見舞金を支給すること

ができる。 

 

第３号 障害見舞金 

金 額 摘 要 

５０，０００円 

（ただし、歯科補綴が１本のみの場

合にあっては、３０，０００円とす

る。） 

独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令

別表第１４級に準ずる程度の障害で、独立行政法人日

本スポーツ振興センター障害見舞金の給付対象外とな

る障害とする。ただし、歯牙障害については歯科補綴を

加えるものとする。 

 

第４号 医療費助成見舞金 

初診から全治に要する医療費が５，０００円未満の場合、当該医療費の４０％を乗じた額を給

付する。 

国又は地方公共団体の負担において、他の法令の規定により療養費の支給又は補償を受けた

場合については、自己負担額に総医療費の１割を加えた額を給付する。 

上記の見舞金の給付額の計算においては、１０円未満の端数は切り捨てる。 

 

 


